
農林業センサス 
　2月1日現在で、全国一斉に

「2020年農林業センサス」を実

施します。 

　2月末までに農林業を営んで

いる皆さんのところに調査員が

訪問して、調査票に農林業の

経営状況などの記入をお願い

しますので、ご協力をお願いしま

す。 

c企画課　蕁388‐1113 

 
「入学通知書」が届きます 
　令和2年4月に小・中学校に

入学するお子さんの保護者の

皆さんへ1月下旬に「入学通知

書」をお届けします。「入学通

知書」は、入学式に学校へお

持ちください。 

　なお、次に該当する方や、入

学についてのご相談がある方

はご連絡ください。 

■住所や氏名など記載事項に

誤りがある場合 

■入学日までに住所を変更す

る場合 

■国立・私立など、指定された

学校以外の学校に入学する

場合 

■入学通知書が届かない場合

c郡二町教育委員会 

　蕁245‐1133

就学費の援助 
　経済的な理由でお困りの小・

中学生の保護者の方に対し、

就学に必要な経費を援助します。

令和2年度に援助を希望される

方は、小・中学校にある「令和2

年度就学援助申請書」に必要

書類を添えて提出してください。 

2月28日（金） 

入学・在籍する学校 

※継続で就学援助を希望され

る方も毎年申請が必要です。 

※令和2年度に小・中学校入学

予定で、新規で援助を希望

される方は1月31日（金）まで

に郡二町教育委員会（岐南

町八剣7丁目107番地）へ提

出してください。 

c郡二町教育委員会 

　蕁245‐1133

都市計画（案）の縦覧 
　都市計画（案）の縦覧を行い

ます。内容について意見のある

方は、県または町へ意見書を提

出することができます。意見書

様式は縦覧場所で配布します。

また、県決定に関する意見書様

式は県ホームページからダウン

ロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

1月14日（火）～28

日（火）の平日 

午前8時30分～午後5時15分 

県都市政策課（県

決定）、建設課（県決定・町決定） 

県都市政策課

（県決定）、建設課（町決定） 

c県都市政策課 

　蕁272‐1111（内線3758） 
　建設課　蕁388‐1117

償却資産（固定資産税）の 
申告が必要です 

　12月初旬に償却資産（固定

資産税）の申告書を郵送しまし

たが、対象資産をお持ちで申告

書が届いていない方はご連絡

ください。 

1月1日現在、町内で事

業を営んでいる方（工場、商店、

駐車場、アパート、発電量

10KW以上の太陽光パネルに

よる余剰や全量売電など）で償

却資産（土地・家屋以外の事

業用資産）を所有している方 

 

・構築物（フェンス、塗装路面

など） 

・機械（建設用重機、太陽光

発電設備など） 

・器具、備品（コピー機、パソコ

ンなど） 

1月31日（金） 

※電子申告（http://www.eltax. 

jp/）や郵送による提出も可能で

す。 

c税務課　蕁388‐1112

 
 
非常勤講師などの 
「人材バンク登録」 

　郡二町教育委員会では、郡

内の小・中学校で、学習支援や

児童支援を行う非常勤講師な

どを募集しています。 

　希望される方は、「人材バンク」

に登録していただく必要があり

ます。羽島郡近郊にお住まいの

方で、登録を希望される方はご

連絡ください。なお、詳細につい

ては面接の中で説明します。 

 

・学級担任などと連携して学

習や生活の支援 

・集団での活動をはじめ、学校

生活に困り感のある児童・生

徒への支援 

 

・職種によっては、教員免許状

が必要な場合があります 

・勤務時間などの条件につい

ては、面接の中で説明します 

c郡二町教育委員会 

　蕁245‐1133

岐阜都市計画道路の変更 
3・1・101一般国道22号線／
3・2・705茜部中島門間線／3・
5・30岐阜駅柳津線／3・5・
31岐阜笠松線／3・5・102上
印食中野線　他 
3・5・53美笠通笠松駅線／3・
5・706野瀬美笠通線 

県
決
定 

町
決
定 

1月19日（日）は、家庭の日です。 
心豊かな明るい家庭づくりを
しましょう。 
【今月のテーマ】 
家族みんなで、一年の計画
を語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 ●家庭では 

「男女がともに家事・育児・
介護を分担しましょう」 
●職場では 

「雇用における男女平等
を進めましょう」 

男女共同参画のすすめ 

1月1日から2月29日 
「誰かを思う 
　 誰かを救う。 
　　はたちの献血」 

「はたちの献血」 
キャンペーン 

軽自動車税の税率（13年経過した軽自動車をお持ちの方へ） 
　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、重課税率が適用され

ます。詳しい税率は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。 

※令和2年度は、初度検査年月が平成19年3月以前の軽自動車が重課対象です。 

c税務課　蕁388‐1112

種　　別 
年　　　税　　　額 

四輪乗用 

四輪貨物 

営業用 
自家用 
営業用 
自家用 

最初の新規検査年月 
平成27年3月31日以前 

5,500円 
7,200円 
3,000円 
4,000円 

平成27年4月1日以降 
6,900円 
10,800円 
3,800円 
5,000円 

新車登録から 
13年以上経過した車両 

8,200円 
12,900円 
4,500円 
6,000円 
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償却資産の例 
 
 
 
 
 
 

提出期限 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕事の内容例 
 
 
 
 
 
資格や勤務条件 募　　　集 

町からのお知らせ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

つみきとえいご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

令和2年1月号 
第1112号 14 令和2年1月号 

第1112号 15


